
議案第２３号 

 

   北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 北名古屋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

めるものとする。 

 

  平成２８年２月２３日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

   提案理由 

 

 この案を提出するのは、国民健康保険の財政基盤の安定を図ることを目

的として、被保険者の国民健康保険税の負担を見直すことに伴い、本条例

の一部を改めるため必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   北名古屋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 北名古屋市国民健康保険税条例（平成１８年北名古屋市条例第５８号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「４９万円」を「５２万円」に改め、同条第３項中「１

３万円」を「１６万円」に改め、同条第４項中「１０万円」を「１２万円」

に改める。 

 第３条第１項中「１００分の４．９」を「１００分の５．５」に改める。 

 第４条中「１００分の１７」を「１００分の１０．５」に改める。 

 第５条中「１万４，８００円」を「１万７，２００円」に改める。 

 第５条の２第１号中「１９，６００円」を「１９，８００円」に改め、

同条第２号中「９，８００円」を「９，９００円」に改め、同条第３号中

「１４，７００円」を「１４，８５０円」に改める。 

 第６条中「１００分の１．７」を「１００分の１．８」に改める。 

 第７条中「１００分の７．０」を「１００分の２．０」に改める。 

 第７条の２中「５，８００円」を「５，６００円」に改める。 

 第８条中「１００分の１．１」を「１００分の１．５」に改める。 

 第９条中「１００分の４．５」を「１００分の２．０」に改める。 

 第９条の２中「３，７００円」を「５，０００円」に改める。 

 第９条の３中「４，７００円」を「５，０００円」に改める。 

 第２３条各号列記以外の部分中「４９万円」を「５２万円」に、「１３

万円」を「１６万円」に、「１０万円」を「１２万円」に改め、同条第１

号ア中「１０，３６０円」を「１２，０４０円」に改め、同号イ (ア)中「１

３，７２０円」を「１３，８６０円」に改め、同号イ(イ)中「６，８６０円」

を「６，９３０円」に改め、同号イ (ウ)中「１０，２９０円」を「１０，３

９５円」に改め、同号ウ中「４，０６０円」を「３，９２０円」に改め、

同号オ中「２，５９０円」を「３，５００円」に改め、同号カ中「３，２

９０円」を「３，５００円」に改め、同条第２号ア中「７，４００円」を

「８，６００円」に改め、同号イ(ア)中「９，８００円」を「９，９００円」

に改め、同号イ (イ)中「４，９００円」を「４，９５０円」に改め、同号イ



(ウ)中「７，３５０円」を「７，４２５円」に改め、同号ウ中「２，９００

円」を「２，８００円」に改め、同号オ中「１，８５０円」を「２，５０

０円」に改め、同号カ中「２，３５０円」を「２，５００円」に改め、同

条第３号ア中「２，９６０円」を「３，４４０円」に改め、同号イ (ア)中

「３，９２０円」を「３，９６０円」に改め、同号イ(イ)中「１，９６０円」

を「１，９８０円」に改め、同号イ (ウ)中「２，９４０円」を「２，９７０

円」に改め、同号ウ中「１，１６０円」を「１，１２０円」に改め、同号

オ中「７４０円」を「１，０００円」に改め、同号カ中「９４０円」を

「１，０００円」に改める。 

 第２４条の３第２項各号列記以外の部分中「規則で定める場合を除き、

納期限前７日」を「規則で定める日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

第２条 改正後の北名古屋市国民健康保険税条例の規定は、平成２８年度 

 以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２７年度分までの 

 国民健康保険税については、なお従前の例による。 


